
三重県CALS電子納品運用マニュアル（案）平成 18年４月の改訂点 
 

「三重県ＣＡＬＳ電子納品マニュアル（案） 平成１８年４月」（以下、「マニュアル」）の主要な

改訂点は以下のとおりです。なお、詳細については、別紙「新旧対象表」を参照してください。 

 

１．マニュアルの位置づけについて 

マニュアルの位置づけ、適用を明確にしました。 

国土交通省ほか各省庁が策定する要領・基準に準拠することを基本としており、これらを

三重県で使用するにあたっての適用方法と、独自の要求事項を規定したものと、位置付け

ました。 

 

２．業務番号、工事番号について 

工事番号（工事管理項目）、設計書コード（業務管理項目）、納品ＣＤに記述する工事番

号及び業務番号を改訂しました。 

   仕様書鑑の右下端に記載の番号のうち、空白と「－（ハイフン）」を詰めた１８桁です。 

例 「2005 170040 417-00001」 → 「200517004041700001」 （半角数字） 

 

３．デジタル写真データの編集について 

   写真データの編集は認めません。縮小（リサイズ）も不可とします。 

なお、撮影した黒板の内容にミスがあった場合の対応についてチェックシート記入例にあ

げました。 

 

４．電子納品対象書類の簡素化について 

   工事完成図書の電子納品対象書類を簡素化し、「特記仕様書」、「工事写真」、「施工計

画書」、「出来形品質管理資料」、「完成図」としました。これ以外の三重県公共工事共通仕

様書、三重県建設工事実務必携に記載のある書類は、当面の間、電子納品の対象外とし

ます。 

ただし、電子納品要領・基準（案）に示されているその他の書類、成果品の電子納品を妨

げません。 

 

５．その他 

  ・用地測量の面積計算書（数値データ）の納品フォーマットを日本測量工業会統一規格

「SIMA形式（拡張子：SIM）としました。 

  ・電子検査の基準チェックは、監督員が事前に行ったチェック結果出力の確認に変えること

ができることとしました。 

  ・ＣＡＤファイルの線色について、黄色（外枠、タイトル枠等）の場合、白色を使用するとした



記述を削除しました。 

・その他、全般的に表現を見やすくしました。 等々 

 

６．事前協議用チェックシート 

マニュアルの改訂に伴い、事前協議用チェックシートについても一部改訂しました。 

 

適用日：平成１８年４月１日以降の契約案件 


